
 

農業委員会事務局 目標 
 
【概要】 

農業委員会事務局は、建設経済部次長を兼務する事務局長と庶務係３名で構成

し、農地法に係る農地の売買・賃借・農地転用の許可、農地の利用実績の促進、

農地の税制、農業者年金に係る業務に取り組んでいます。 

農業委員会事務局の目標（令和８年度） 農業委員会事務局長 

【基本方向】 

農業生産活動の場である農地について、農地法に基づく許可申請等の適正な審議を行うとと

もに、農地利用の最適化を積極的に推進します。 

【達成すべき目標】 

１ 法令（農業委員会等に関する法律、農地 

法）に基づいた、農地制度の厳正な審

査・適正な事務の実施 

農地に関する法令等の知識を高め、委員

会事務局として会議が円滑に運営できる

よう適正な事務を進めます。 

 

２ 遊休農地の発生防止等と農地の利用集積 

「富津市農業委員会農地等の利用の最

適化の推進に関する指針」に基づき、遊休

農地の発生防止・解消、担い手への農地の

利用集積、新規参入を促進します。 

 

３ 農地台帳等のシステム整備 

  農地台帳を整備するとともに、eMAFF農

地ナビによる農地の情報提供をより正確

に行うため、地図データを更新します。 

 

【目標の達成度】 

 

 


